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「法曹養成制度改革の更なる推進について」（平成 27 年 6 月 30 日法曹養成制度改革推進会
議決定）における共通到達度確認試験関連部分抜粋 

 
文部科学省は、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定等を行う仕組である共通到

達度確認試験（仮称）（以下「確認試験」という。）について、平成 30 年度を目途に本格実施に移
すべく、法科大学院関係者を中核としつつ、法曹三者の理解と協力を得ながら、試行を毎年度行い、そ
の結果を踏まえ、出題内容や難易度等の改善をその都度図るとともに、その試行対象者を法学未修者
から法学既修者に順次拡大することとする。 

 
また、文部科学省は、将来的に確認試験の結果に応じて司法試験短答式試験を免除することを

想定し、前記試行と並行して、法務省の協力も得ながら確認試験の試行データと受験者の司法試験
短答式試験合格状況との相関関係を検証・分析し、その結果を踏まえ、出題内容や難易度等の改善
をその都度図ることとする。 

 
その状況に応じて、文部科学省及び法務省は、確認試験実施の安定性及び確認試験結果の客

観的・社会的信頼性等を踏まえ、確認試験がその結果を国家試験たる司法試験短答式試験の免除と
関連させるに足りる実態を有すると認められることを前提に、確認試験の目的、司法試験短答式試験
免除に必要とされる合格水準、確認試験の実施主体、実施体制等、必要な制度設計を具体的に検
討する。 

 
文部科学省は、確認試験の定着状況に応じて、当該確認試験と法科大学院統一適性試験や法

学既修者認定試験の在り方について検討する。 
 


